
 

 

 

   

 
 
 
 
 

令和６年度国土交通省税制改正要望事項の公表について/全宅連 
令和６年度の国土交通省の税制改正要望事項が令和５年８月 24日に公表されました。 

要望事項では、全宅連が要望する適用期限を迎える各種特例措置の延長に加え、現下の住宅取

得環境の悪化等を踏まえた住宅取得促進策(住宅ローン控除等)に係る所要の措置を講じることや

子育てに対応した住宅のリフォームに係る特例措置（所得税）の拡充等が盛り込まれています。 

関連団体とともに政治折衝を行い、年末の税制改正大綱での正式決定を目指して参ります。 

詳しくは、宅建協会ＨＰ（https://www.ehime-takken.or.jp/）をご覧ください。 

【概要】 

不動産市場の活性化 

１．土地に係る固定資産税の負担調整措置及び条例減額制度の延長（固定資産税等） 

２．土地等に係る不動産取得税の特例措置の延長（不動産取得税） 

３．工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置の延長（印紙税） 

住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保 

１．現下の住宅取得環境の悪化等を踏まえた住宅取得促進策に係る所要の措置 

２．新築住宅に係る税額の減額措置の延長（固定資産税） 

３．住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置の延長（登録免許税） 

４．省エネ性能等に優れた住宅の普及促進に係る特例措置の延長（登録免許税・不動産取得

税・固定資産税） 

５．居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長（所得税等） 

６．買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置の延長（登録免許税） 

７．既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置の拡充・延長（所得税） 

８．既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームに係る固定資産税の

特例措置の延長（固定資産税） 

など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重要】宅地建物取引業法に基づく変更届出について 
宅地建物取引業者は、免許申請書に記載した項目について変更があった場合は、宅地建物取引

業法第９条により、変更が生じた日から「30日以内」に、免許権者に対し変更の届出をしなけれ

ばなりません。  

免許更新の際、変更届の提出がなされていない場合は免許更新ができませんので、変更項目に

該当した際には適切に届出を行ってください。 

（届出が必要な変更項目） 

１．商号又は名称の変更 

２．代表者の変更 

３．法人役員の変更 

４．政令使用人の変更 

５．専任の宅地建物取引士の変更 

６．主たる事務所（本店）の変更 

７．従たる事務所（支店）の変更 
   
（注意！） 宅地建物取引業者が行う専任の宅地建物取引士の就退任や氏名変更等の届出は、 

宅地建物取引業者として免許権者に届け出るものであり、宅地建物取引業法第 20条に基づく 

宅地建物取引士個人の登録簿の内容変更が自動的に実施されるわけではありませんので、宅 

地建物取引士本人から居住する管轄の地方局又は土木事務所へ「宅地建物取引士資格登録簿 

変更登録申請書」等の届出が必要となります。 

 

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）改正 

マイナンバー法改正により、マイナンバーの利用範囲の拡大（社会保障制度、税制及び災害対

策に関する分野に加え、その他の行政分野が追加）に伴い、情報連携がスムーズにできるように

なったことを踏まえ、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインが改正されました。 

※詳細は個人情報保護委員会ＨＰ（https://www.ppc.go.jp/） 

＞ マイナンバー ＞ 特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン 

（お問合せ先）個人情報保護委員会 東京都千代田区霞が関 3-2-1 霞が関コモンゲート西館 32階 

TEL:03-6457-9680 

279号 令和５年９月 20日発行 

 



 

 

市有地処分の媒介依頼期限について（お知らせ） 
令和５年８月 31日をもって依頼期限となりました。 

（物件） 

物件番号 所在地 地目 地積（㎡） 売却価格 

１ 松山市浅海原甲 542番 1 宅地 577.04 751万円 

２ 松山市浅海原甲 603番 6 雑種地 413.12 302万円 

３ 松山市中須賀三丁目 2916番 52 宅地 140.84 823万円 

 

各書式ダウンロード専用ページについて 
愛媛県庁への申請書等書式（業免許関係・取引士関係）のダウンロードページのリンク先を 

宅建協会ＨＰ（https://www.ehime-takken.or.jp/）に、まとめましたのでご利用ください。 

①ＨＰの右上「メニュー」をクリック  ②「申請書ダウンロード」をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ※各書式は WORD・PDFでダウンロード可能です。 

 

行政書士の職域確保について／行政書士会 
各士業、各団体とも共存共栄の立場を守りながら推進しておりますが、一部で行政書士の資格

を持たず「関連業務と称して侵食されている」ことも窺われます。 

つきましては、当会が進めている「職域の確保について」ご理解とご協力を賜りますようお願

いいたします。 

 

 
 
１．研修テーマ 
犯収法と宅建業者における本人確認の実務(見落としがちな法令の遵守について) 
 

２．講   師：山下・渡辺法律事務所 渡辺 晋弁護士 
３．日   時：令和５年９月 26日(火) 13:30～15:30 
４．受 講 料：無料 
５．受 講 対 象：愛媛県宅建協会会員（従業員もＯＫ） 
 
６．お申込み方法 
メール本文に、「免許番号、所属地区、会社名、受講者名（複数名可）」をご記入
の上、申込専用メールアドレス(etk-kensyu21@outlook.jp)あてお申込みください。 

弁護士の無料電話法律相談（毎週金曜日）／全宅連  

【９・10月の実施日時のご案内】 

開  催  日  令和５年９月 29日 

令和５年 10月６日・13日・20日・27日 

時   間   13：30～16：30  

※ 申込方法が、ＦＡＸ ➡ ＷＥＢ へ変更されました。 

なお、Ｗｅｂ申込みは、法律相談実施日の 30日前から申し込むことができます。 

 

 

ハトサポ BB新機能 民間ポータル連携機能「スポット公開」追加！ 
〇公開したいときに１物件から公開可能 
〇物件公開頻度が少数、不定期の方にオススメ 
〇民間ポータル（at home、LIFULL HOME'S、SUUMO）に連携可能 
〇スポット公開のご利用には、事前エントリーが必要 
 
〇事前エントリー受付、スポット公開提供開始の時期は民間ポータル毎に異なります。 
 
【LIFULL HOME’S】では事前エントリー受付中！(期間限定・先着 500 会員（上限到達次第終了） 
 
「スポット公開」のリリースを記念してお得なキャンペーンを実施中 
 
【対象】 
LIFULL HOME'S未加盟店の会員で令和５年９月 30日までにスポット公開の事前エントリー申込
を行った会員 

【特典】 
1.事前エントリー時の初期費用⇒半額（1,100円(税込）事務手数料 220円(税込）は別途必要) 
2.物件公開時の公開費用      ⇒無料（公開種類・公開期間問わず一律）公開物件数分の連動

手数料＠330円（税込）は別途必要 
(適用期間：令和５年 10月 11日～12月 31日に物件公開費用の決済をされた物件が対象) 

 
事前エントリー申込・スポット公開についての詳細はハトサポ BB よりご確認ください。 
全宅連ハトサポ（https://www.zentaku.or.jp/）＞ ハトサポ会員専用ログインはこちら ＞ 
ハトサポログイン画面よりログイン ＞ ハトサポ BB不動産情報流通システム ＞  
新機能 民間ポータル連携スポット公開 詳しくはこちら をクリック 

右上のメニュー 

 

 

クリック 

 

 

第２回宅建業者Ｗｅｂ研修会 開催！ 

 

 


